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令和６年度 学校経営の改革方針 

鈴鹿市立創徳中学校 

Ⅰ めざす学校像（基本理念） 

【めざす学校像】 

 

｢すべての生徒が楽しく安心して学べる学校｣ 
－生徒，先生，保護者，地域が心を通わせて－ 

 

 

【めざす子ども像】 

 

    ○（夢のある創中生）自己肯定感と自己有用感を持ち，将来の夢に向かってチャ

レンジし続ける生徒    

○（生きる力のある創中生）意欲を持って学習に取り組み自ら考え判断し豊かに

表現できる生徒 

○（心の通い合う創中生）健康や安全の習慣を身につけるとともに，多様性を理

解し，自分や仲間，命を大切にする生徒 

 

Ⅱ 学校経営基本方針 
 
【「輝く未来」プロジェクト】 

・生徒の発達の過程を支援していく働きかけを基盤とした生徒指導の充実

をめざす。 

・自己決定の場を提供する授業づくりをすることで自己の可能性の開発を

援助する。 

・自らの将来を切り拓く力を育成するキャリア教育の充実をめざす。 

【「学力向上」プロジェクト】 

・すべての生徒が学ぶ喜びやわかる楽しさを実感できる授業づくりをめざす。 

・家庭と連携して，自発的な学習の習慣化をめざす。 

【「輝く笑顔」プロジェクト】 

・学校環境の整備と事故を防止し，健康・安全で落ち着いた学校生活づくりをめ

ざす。 

・人権・命の教育を充実させ，いじめのない安心して生活できる集団づくりをめ 

ざす。 

 【開かれた学校づくり】 

・保護者・地域・関係機関との連携を密にし，相互の信頼関係を深め，学校運営

協議会での熟議を通して経営改善に取り組む。 

 ・総勤務時間の縮減に努め，ゆとりと活気のある職場風土をつくる。 
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Ⅲ 現状と課題 

１ 本校は，飯野地区，牧田地区，清和地区で構成されている。かつては農業が中

心の地区であったが，大規模な商業施設の建設に伴い住宅団地等が増加しており，

旧来からの農業地域と新しい住宅地や団地が混在した地域である。 

そうした状況にともない，両親とも勤めに出ている家庭が増加し，生活様式や 

  意識も多様化しており，市内でも住民の平均年齢は若い地域である。 

また，外国につながる生徒が多く在籍しており，日本語指導や多文化共生教育 

の推進が求められている。さらに，個に応じた支援が必要な生徒も多く在籍して

おり特別支援教育の推進も求められている。 

こうした社会的要請に応えるべく，「鈴鹿市教育振興基本計画」の理念を踏ま

え，生徒，教職員，保護者，地域が心を通わせ，めざす学校像である｢すべての生

徒が楽しく安心して学べる学校｣の実現に向け，常に学校改善に努めていきたい。 
   

２ 学習指導においては，学力保障の観点から，「一人ひとりの学びを保障する」

を研修テーマとし，平成28年度はわかる楽しさを実感できる授業をめざし鳴門

教育大学との連携の中で※１ＵＤの授業づくりにも取り組んだ。 

また，平成29・30年度には鈴鹿市教育研究会の研究委託を受け，ＵＤの授業づ

くりや「めあて・振り返り」の質の向上等の授業改善も力を入れてきた。その結

果，平成30年度の全国学力･学習状況調査において，数学A問題と理科の正答率は

全国平均を上回り，学力の向上も見られた。しかし，近年では全国学力学習状況

調査においては国語，数学とも全国平均を下回る結果となっている。（昨年度英

語が全国平均を上回った）分析したところ，新たに「読むこと」「書くこと」に課

題があることが明らかになった。 

今後，研修部会を中心として，前述の課題克服に向けた取組と※２「授業力ＵＰ

５★」を意識した授業改善を更に推し進めていく。また，端末を活用した家庭学

習の充実にも取り組んでいく。 
 

３ 生徒指導では，全職員が共通理解のもと，あいさつ運動と下校指導，チャイム

着席に取り組んできた。朝のあいさつ運動と帰りの下校指導を毎日実施すること

で，生徒と職員のコミュニケーションを図り，信頼関係の構築に努めるとともに，

５分前行動を徹底することで，落ち着いた学習規律を確保することに努めてきた。 

また，生徒と生徒，教師と生徒の信頼関係づくりを第一に据え，いじめの根絶，

心の教育，仲間づくりを推進するとともに，問題行動には課題解決と成長を促す

指導の徹底に努めてきた。 

 そして，未然防止の観点から外部講師を招くなど，メディアリテラシー教育，

薬物乱用防止，いじめ防止，性に関する教育を今後も継続して行っていく。 

さらに，本校は※３パーソナルカルテを持つ生徒や不登校・別室登校生徒の割合

が多いこと，加えて通級指導教室が設置されていることから，生徒の特性を理解

し支援・指導する文化が醸成されている。この方針は令和4年に改訂された「生徒

指導提要」にある※４「発達支持的生徒指導」にも適合しており引き続き生徒指導
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の基盤としていきたい。また，関係機関との連携やスクールカウンセラーを活用

しながら，特別支援教育部会，教育相談部会と学年部が連携して支援の充実に努

めていく。 

さらに，生徒の社会性向上のために※５レジリエンス教育や※６ＳＳＴを計画的

に取り入れていく。 
 

４ 特別支援教育の推進については，障がいのあるなしにかかわらず，すべての子

どもが安心して生活，学習することができる※７インクルーシブな教育環境を整え

る取組を進めてきた。そのために保護者と連携しながら，長期的な視点で一貫し

た支援を行うことを目的として，新入生を対象に，特別支援コーディネーターが

中心となって「支援会議」を開催してきた。 

また，個別の教育支援計画を作成し，一人ひとりのニーズや卒業後の進路を見

据えた支援に努める。さらに各学年から報告を受けた特別な支援を必要とする生

徒を特別支援教育部会，教育相談部会，国際部会，生徒指導部会でも個に応じた

指導や支援方策を検討している。 
 

５ 本校には外国につながりのある生徒の割合が高く，その中で日本語指導が必要

な生徒も多数在籍する。 

このため，鈴鹿市日本語教育支援システムの基本理念に基づき各学年が中心と 

なって※８JSL バンドスケールにより日本語能力を判定・把握している。また，

個々の能力とニーズに応じた特別な教育課程を編成するとともに，オンライン日

本語教育を活用することで効果的な日本語指導に取り組む。 

さらにより組織的な取組にしていくために国際教室担当教員を中心として職 

員の資質向上のための研修を実施していく必要がある。 
 

 ６ 社会見学や職業体験学習，先輩に学ぶ機会など様々な教育資源を活用し効果的

に設定することで，出会い体験活動を通して生き方を学ぶ機会を積み重ねている。

その集大成として第３学年において修学旅行での体験学習として実施するなど，

系統的なキャリア教育の推進に努めてきた。 

また，自己肯定感，自己有用感，自己効力感を養い社会参画力の育成につなげ 

るために，生徒会や部活動が中心になって地域のイベントや行事に参加しその成

功に向けて取り組んできた。今後も進路を切り拓く力を養う取組を工夫していく

必要がある。 
 

７ これまでめざす生徒像の実現に向けて３つのプロジェクトを設定して多様な 

教育活動を行ってきた。さらに効果的な実践を展開していく上で，それぞれの分 

掌が他の分掌の課題も認識し，波及効果をもたらすような視点で取組を進めてい 

く。 

８ 開かれた学校づくりの取組みについては，※９①コミュニティ・スクールとして

の※９②学校運営協議会において，全教育活動について熟議を重ねてきた。また，

学校便りやホームページを活用し生徒の取組や学習状況を保護者や地域に発信



4 

 

してきた。 

子どもの健全な成長は「家庭教育」「社会教育」「学校教育」の三位一体で実現 

するものである。今後は，課題とめざす子ども像を共有することで，学校・家庭・

地域が，それぞれの果たすべき役割を明確にしていきたい。 

併せて，学校の役割をしっかり果たしていくためには，教職員自らが今日的な

教育課題の把握，理解に努め，積極的に各種研修に参加するとともに，総勤務時

間の縮減に取り組み，ゆとりをもって生徒と向き合うことができる職場環境を整

え，信頼と活気のある職場づくりに取り組んでいく。 

最後に， 

自分の居場所がある 気の許せる仲間がいる  

話をよく聴いてくれる先生がいる 

そして，自分を理解して支えてくれる様々な大人がいる 

このような環境の中で，子どもは健やかに成長していくことを多くの大人に伝え

ていきたい。 

 

※１ ＵＤ（ユニバーサルデザイン）の授業 

  ・すべての子どもが「わかる・できる」ように工夫，配慮された授業 

※２ 「授業力ＵＰ５（アップファイブ）★」 

  ・教師が各教科の１時間の授業において，効果的且つわかりやすい授業を子どもたちに提供 

するために必要な５つの視点（「資質・能力」「めあて」「学習活動」「まとめ・振り返り」 

「端末活用」）を示したもの 

※３ パーソナルカルテ 

  ・継続した支援を受けることができるよう，支援の情報をスムーズに引き継ぐための連携支 

援ツール 

※４ 生徒指導提要 

  ・生徒指導の理論・考え方・指導方法等まで，生徒指導に関する学校・教員向けの基本書 

※５ レジリエンス教育 

・困難や逆境に直面したとき，それに上手に付き合い，対応していく力を養う教育 

※６ ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング） 

  ・対人関係や集団生活の中で適切に相手と対応していくためのスキルを身に付けるトレーニ 

ング 

※７ インクルーシブな教育 

  ・障がいの有無等に関わらず，人間の多様性を尊重し，すべての子どもを受け入れる教育 

※８ ＪＳＬバンドスケール 

  ・日本語を学ぶ子どもの日本語の発達段階を把握するためのツール。 

※９ ①コミュニティ・スクール ②学校運営協議会 

  ・学校運営協議会とは学校と保護者や地域の方が「どんな子どもを育てていくのか」，「どん

な学校，地域にしていくのか」を共に考え，知恵を出し合い，めざしていく子どもや地域

の姿を共有し，協働しながら「地域とともにある学校づくり」を進める場です。コミュニ
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ティ・スクールとは学校運営協議会が設置されている学校のこと。 

Ⅳ 中長期的重点目標 
 
【学習指導】 

（1）「基礎学力」の定着と「思考力・判断力・表現力」「学習意欲」の向上をめざし，

「確かな学力」と「生きる力」を身につけた生徒を育成する。 

（2）生徒自らが学習目標を定め，それに向かって自発的に取り組む力を養う。 

（3）自分のよい点や可能性，進歩の状況などを自ら評価するとともに，仲間の良 

い点や進歩の状況なども認めることができる力を養う。   

（4）「授業公開」，「研究授業」をとおして，生徒が「楽しい，わかる，もっと学び 

たい」と実感できるような授業づくりと教科指導力の向上に努める。 

 

【生徒指導】 

（1）組織的な生徒指導体制を確立し，問題行動には毅然とした指導を行うと同時 

に，個々の特性を理解し，心の通った指導が行える機能強化を図る。 

（2）生徒個々の悩みや不安に積極的に関わる教育相談体制を充実するとともに， 

カウンセリングマインドを駆使して，非行や問題行動の未然防止に努める。 

（3）「創徳中いじめ防止対策基本方針」に則り，いじめに対する教職員の意識向上 

に努め，いじめを見抜き，許さない学校・学級風土の確立に努める。 

（4）不登校をはじめとする学校に来づらい生徒への支援体制を整え，個別の支援 

策についての研修を深める。 

 

【人権教育】 

（1）人権教育の推進にあたり，あらゆる教育活動が人権尊重の精神に立って行わ 

れているかを点検し，学校運営全体を企画・調整する体制を整備する。 

（2）部落差別をはじめ，障がい者・外国人をとりまく様々な人権課題についての 

正しい理解と，差別解消への実践力を高める人権学習を，校区人権教育カリキ 

ュラムに即して系統的に実践する。 

（3）一人ひとりの違いを認め合い，共に学び合って生活を高めていくことのでき 

る生徒や集団を育成するための学級づくりに努める。 

（4）教職員の人権意識を高めるための研修を充実し，人権侵害を見過ごすことの 

ないよう教職員自身が人権感覚を磨くことに努める。 

 

【進路指導・キャリア教育】 

（1）社会人・職業人として自立していくための望ましいキャリア形成を支援し， 

系統的なキャリア教育を推進する。 

  (2) 自尊感情や自己肯定感，自己効力感を育むために，常に自分自身を見つめる 

機会を設け，将来への夢や希望について考える時間を設定する。 

（3）明確な目的意識を持って日々の学校生活に取り組み，社会の変化に対応し， 

主体的に自己の進路を選択，決定できる能力を身につけさせる進路指導の充実 
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に努める。 

【多文化共生教育】 

（1） 日本語教育支援システムを効果的に運用するとともに，JSL バンドスケール 

を活用し，一人一人の特性や個々の日本語能力に応じた指導に努める。  

（2）教科の学力につながる日本語指導や進路指導の支援体制を構築し，就学，就 

労に対応できる学力保障としての日本語教育を推進する。 

(3)  すべての生徒が，多様な文化や習慣を学び合い，認め合う多文化共生の意識 

を向上させ，安心して学校生活が送れるよう教育環境の整備に努める。 

 

【特別支援教育】 

(1)  個々の教育的ニーズに応じた支援を行う校内支援体制を充実させるとともに，

インクルーシブな教育環境の整備に努める。 

（2）特別支援コーディネーターを中心に，長期的な視点で一貫した的確な支援を 

行うことを目的として個別の教育支援計画の作成し，支援会議を通じて一人一 

人のニーズに合った支援を行う。 

（3）特別支援学級に在籍する生徒だけでなく，通常の学級に在籍する発達障がい 

等の生徒に対して，途切れのない支援の在り方について，全職員が共通理解を 

図る研修を深める。 

 

【安全教育・環境改善と地域ぐるみの教育の推進】 

（1）災害時や非常時における防災・防犯体制を整備し，迅速かつ的確な対応を行 

うことができる安全で安心な学校づくりを推進するとともに，地域の安全を考 

え，自分たちの役割を果たそうとする防災教育を推進する。 

（2）落ち着いて生活，学習できる環境を整えるため，定期的に校内の不要物を撤 

去，処分するとともに，学校施設・設備の点検・改修を定期的に行い，環境整 

備に努める。 

 

 【開かれた学校づくり】 

（1）「鈴鹿型コミュニティ・スクール」の基本理念をふまえ，学校運営協議会を核 

とした，学校・保護者・地域が協働する地域ぐるみの教育を推進する。 

（2）学校評価の取り組みを進めるとともに，その結果を活用し，教育の質の向上 

に努めるとともに，積極的に地域・家庭への情報発信に努める。 

  (3) 教職員の総勤務時間の縮減に努めるとともに，ゆとりと活気のある職場づく 

りを進める。 
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Ⅴ 本年度（令和 5 年度）の行動計画 

１「輝く未来」プロジェクト 

(1) 組織的な対応により問題行動の未然防止につながる生徒指導に取り組む  

① 登下校指導，業間での巡回を通して生徒を見守るとともに，コミュニケーシ

ョンを図ることで生徒の変化をキャッチする。 

③ 問題行動発生時の報告体制を徹底するとともに，教頭または生徒指導主事が 

対応や指導について調整し，組織的な対応に努める。 

④ 問題行動のみならず気になる生徒には複数人で家庭訪問を実施し保護者との 

信頼関係を深める。 

⑤ 問題行動に対しては，毅然とした対応を徹底するとともに，特別支援教育の 

視点を大切にし，生徒の心情を引き出す個に応じた指導に努める。 

⑥ 交通指導，薬物乱用防止，ネットトラブルに関する授業を年間計画に位置付 

けて取り組む。 

⑦道徳科において規範意識と思いやりの心を育成する取組を進める。 

⑧地域や関係機関との連携を深め情報交換を密にし，早期の適切な対応につなげ 

る。 

 

 (2) さまざまな出会い体験学習を通じて系統的なキャリア教育に取り組む 

①  ２年生全員を対象に，全４日間の職業体験学習を実施し，事前，事後の学習 

も含めて将来設計につながる取組を推進する。 

②  生徒が積極的に職業体験に取り組めるよう，事業所や卒業生などの講演を計

画するなど，３年間を見通したキャリア教育の推進計画を立てる。 

  ③ 外部の教育資源を活用し，将来に夢や希望を持った生き方について学ぶ。 

  ④ １年次から系統的なキャリア教育の実践に努め，３年次には修学旅行での課 

題別体験学習や企業体験学習等で集大成を図る。 

  ⑤ 生徒会や部活動が中心になって地域のイベントや行事の成功に向け協力し 

ていくことで自己効力感や社会参画力を育成する。 

 

(3) 進路に関わる情報の適切な提供に努め，個に応じた進路指導に取り組む 

  ①  進路学習を全学年で，系統的・発展的に進める。 

  ②  特別活動や道徳において，生徒一人一人の特性や個性を伸長することができ 

る進路学習を進める。 
 

２「学力向上」プロジェクト 

(1) 学力の向上に取り組む 

①「授業力ＵＰ５★」を意識し，ＵＤの視点や「めあて」と「ふりかえり」 

を大切にしたわかりやすい授業づくりに取り組む。また具体的な工夫や手立て， 

主体的な学習を研修し，教員の授業力向上に努める。 

② 「読み取る力」，「表現する力」を育成する取組をすべての教科で積極的に取り
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入れる。 

③２年生数学で習熟度別を取り入れることで基礎学力の定着を図る。また，補充 

学習を長期休業中及び定期テスト前に実施し，基礎学力の向上と定着に努める。 

④全国学力学習状況調査やみえスタディチェックの結果を分析し本校の「強み」 

「弱み」を明らかにし，課題克服に手立てとする。 

⑤読書活動の推進や「よむＹＯＭＵワークシート」を活用するなどで課題の克服 

に努める。 

 

(2) 積極的な公開・研究授業に取り組む 

① 常に指導方法や指導形態を工夫した授業を行い，互いが切磋琢磨しつつ,楽し 

く，わかる授業を実践し，確かな学力の定着に努める。 

② 校内研修や教科部会を通して，全教員の授業力を向上させる。グループ 

で授業分析する手法による研修に取り組むとともに，年間２回の研究授業の実 

施により教員の指導力向上を図る。また，視点生徒を設定し彼らの成績の変容 

や学習に臨む姿勢等から取組を検証し，授業改善につなげる。 

③ 全国学力・学習状況調査及びみえスタディチェック，鈴鹿市「安心して学べる

学校を目指して」アンケートをもとに学力・生活の状況を評価・分析し，授

業改善を進めることで生徒，保護者の満足度を向上させる。 

 

３「輝く笑顔」プロジェクト 

(1) 交通事故を防止し，安全で安心な学校づくりに取り組む 

① 学校事故防止のための緊急対応マニュアルを活用し，学校全体で危機管理を 

強化する。  

② 部活動の下校時における交通安全指導と防犯対策を実施する。 

③ 学校環境を整備し，安全で落ち着いた学習環境をつくる。 

  ④ 登下校の交通事故防止に向けた安全教室や集会指導を実施する。 

 

(2) 校区の学校園と連携し，様々な人権問題の解消をめざした人権教育に取り組む 

① 人権教育推進計画を見直し，学校教育活動全般を人権教育の視点でとらえ， 

個々の教育活動を見直していく。 

②校区人権教育推進委員会の取組を通して，系統的な人権教育カリキュラムづく 

りに努めるとともに，保護者・地域，校区の幼・小・中と連携しいじめや差別 

のない集団づくりを推進する。 

③ 生徒・教師が一体となっていじめ防止につながる取組を進めるとともに，居 

心地の良い学級集団づくりに取り組む。 

 

(3) 効果的な日本語教育と多文化共生教育に取り組む 

① 日本語教育支援システムを効果的に運用し，JSL 生徒が安心して学校生活が 

送れるよう教育環境の整備に努める。  

② 学年ごとに JSL バンドスケールの判定により，日本語能力を把握するととも 

に，オンライン日本語教育を活用することで，一人一人の特性や個々の日本語 
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能力に応じた指導，支援を行う。 

③ 個々のレベルに応じた教科学習の補助や※10リライト教材等の活用を行い， 

進路を切り開くことのできる学力保障に努める。 

④ 進路指導の支援として，就学・就労ガイダンスを行い，生徒，保護者の相談 

体制を強化する。 

 

(4) 途切れのない総合的な支援を行う特別支援教育に取り組む 

① 必要に応じて「支援会議」を開催し，関係者の話し合いにより，個々の教育的 

ニーズに応じた途切れのない支援体制を充実する。 

② 特別支援コーディネーターを中心に個別の教育支援計画を作成し，校内委員 

会を通して支援の在り方を検討する。 

③特別支援学級に在籍する生徒及び通常の学級に在籍する発達障がい等の生徒 

の支援策について全職員が研修を深める 

  ④特別支援教育を推進するための学校体制を構築する 

  ⑤通級指導教室「きらっと」を適正に運営し，発達障害のある生徒の多様なニー 

ズに応える取組を進める。 

 

【特別支援教育の推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 不登校生徒を生まない体制と集団づくりに取り組む 

  ①教育相談期間（各学期）を設定し，生徒一人一人の悩みや不安などカウンセ 

リングマインドをもって，いじめや不登校の防止に努める。 

  ②SST を推進するとともに生徒を承認する場面を増やし自己肯定感や自己効力

感を育む。 

  ③グループ学習等で学びあう姿勢を大切にし，授業中に生徒を孤立させない工夫 

   をする。また，レジリエンス教育にも取り組んでいく。 

  ④ 関係機関（教育支援課，子ども家庭支援課，スクールカウンセラー，スクール

ソーシャルワーカー，鈴鹿児童相談所等）との連携を積極的に推進する 

職員会議 

教
育
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４ 開かれた学校づくり 

(1) 鈴鹿型コミュニティ・スクールに取り組む  

① 学校運営協議会を年間６回開催し，家庭，学校，地域の協働による学校育活

動を推進する。 

② 学校支援ボランティアを環境整備や登下校の見守り等に活用する。 
 

(2)学校評価結果を活用し，教育の質的向上に取り組む 

① 生徒，保護者，教職員アンケートを実施し，現状把握に努める。 

② 全職員で自己評価を行うとともに，学校関係者による評価を実施する。 

③ 学校の教育活動を積極的に学校だより，ホームページ等で発信する。 

④ 授業参観，各種行事，保護者会，家庭訪問等の機会を通じて相互理解に 

努める。 
 

 (3)活気ある職場風土づくりに取り組む 

① ゆとりと潤いのある職員集団づくりに努めるとともに，「フットワーク」「ネ 

ットワーク」「チームワーク」を大切にした「教師力」の向上に努める。 

② 誠実かつ着実な指導や取組につながるような支えあう職場風土づくりに努め 

る。 

③ 教職員一人一人の個性や持ち味を生かし，専門性と実践力の向上をめざして， 

積極的な自己研鑽に努める。 
 

５ 総勤務時間の縮減に向けた取組 

【目標設定】 ※（ ）は令和５年度実数 

・月 80時間を超える時間外労働者の年間の延べ人数 → 0人（1人） 

・月 45時間を超える時間外労働者の年間の延べ人数 → 0人（120人） 

・月平均の時間外労働時間 → 1人 30時間（32.2時間） 

・年平均の休暇取得（含特休）→ 1人 20日（20.6日） 
 

【統一項目の取組】 ※（ ）は令和５年度実数 

・定時退校日を月２日設定し、設定した日の定時に退校できる職員の割合 92％をめざ

す。（78.3％） 

・部活動休養日を週２日設定し、予定どおり休養日を設定した部活動の割合 100％を

めざす。 

・放課後に開催され 60分以内に終了する会議の割合 95.0％をめざす。（91.7％） 

 

【過重労働者への対応】 

・月 80時間及び 45時間を超える時間外労働者の把握 

・校長面談の確実な実施 → 実施率 100％をめざす 

・過重労働者に対する業務の平準化などの対応 
 

【縮減方策】 

・会議，研修会，教育活動の見直しと精選 

・進捗状況の管理及び共有 

・部活動実績報告の徹底と職員への開示 

・クロームブックの効率的な活用 
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※10 リライト教材 

  ・実際に使用している教科書の表現を子どもの日本語力に合わせてやさしく書き換えた教材 


